
■事前準備・説明会当日の持ち物　(採用候補決定者)

▼入学前の準備

①日本学生支援機構発行の「採用候補者に決定した皆さんへ」に記載の案内をご確認いただき、

　必要な準備を行ってください。

②採用候補者向けの案内(YouTube：日本学生支援機構)を参照してください。

③「令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知」裏面をご記入ください。(※1)

▼説明会持ち物

②

▼【令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知】について

採用候補者として決定した方は、

左図の「令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知」を

日本学生支援機構より受け取っています。

開封し、内容をご確認ください。

確認方法は「採用候補者に決定した皆さんへ」をご参照ください。

▼入学時特別増額貸与奨学金について

入学時特別増額貸与奨学金を利用するためには要件があります。

(a)貸与額算定基準額が75,000円以下であること

(b)(a)を上回る場合、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申込をしたが

　　低所得等を理由に利用できなかった世帯の学生

予約申込にて利用を希望され、審査の結果、

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申込が「必要」または「不要」であったかは、

採用候補者決定通知に記載があります。(下図矢印)

「令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知」　

黒の消えないボールペン

①
※説明会に参加する前に記入し、説明会内で提出。(※1 後述)
※【提出用】【本人保管用】は切り離さず、そのまま提出してください。提出時に職員が切り離し【本人保管用】を返却します。

見本

見本

または「不要」

採用候補者に決定した皆さんへ(機構 YouTube)



▼(※1)【令和8年度大学等奨学生採用候補者決定通知】の記入方法

※ご記入の上、説明会に参加してください。

※黒の消えないボールペンでご記入ください。

※この用紙は説明会内で提出します。記入後、写真を撮る等、各自保存をしてください。

※記入誤りは二重線で消し、正しい内容を書き直してください。(修正テープ等は使用不可)

学生証を見て正確に記入

(学生証をもらってから記入してください)

※学生証はガイダンスの日に渡されます。

【学部・学科 一覧】

・学校教師学部・中等教育教員養成課程

・総合経営学部・企業経営学科

・グローバルマネジメント学部・グローバルマネ

ジメント学科

・観光ビジネス学部・観光ビジネス学科

・看護学部・看護学科

学生ご本人の住所・電話番号を記入

※住民票の住所とは必ずしも一致しません。

寮生は寮の住所・一人暮らしの方は一人暮らしの住

所をご記入ください。

固定電話がない場合は、「電話番号」の記入は不要

です

奨学金の振込口座はご本人名義のみです。

確認をしチェックをしてください

【給付奨学候補決定者のみ】

寮生・一人暮らしの方は「自宅外通学」にチェック、

ご実家から大学へ通う方は「自宅通学」にチェック

をしてください

入学時特別増額貸与奨学金

【日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の

申込：必要 と印字がある方のみ】

■利用する場合→

「利用する」にチェックし、

①または②の日付をご記入ください。

■「国の教育ローン」を利用できた・申し込んで

いない・不要の場合→

「辞退」にチェックしてください

【第一種または第二種にて

「人的保証」と印字がある方のみ】

内容をご確認いただき、どちらかチェックをしてく

ださい
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▼よくある質問

Q1. 説明会以降の申請の流れについて知りたい。

A1. 進学届入力 → 採用決定 → 採用者向け説明会開催。都度学生へご案内いたします。

奨学金の採用月は進学届の入力日から決定します。振込を急ぐ場合は早めにご入力ください。

採用は全員同時期には決定しませんが、

給付・貸与始期は、採用月に関わらず全員４月です。(6月採用の場合、4,5,6月分を6月に振込)

Q2. 採用候補者として決定したが、申込時の貸与月額や保証制度、振込口座を変更したい。

A2. 変更可能です。進学届にて希望する貸与月額、保証制度、振込口座へ変更ください。

ただし、第一種貸与奨学金の最高月額は要件により選択できない場合があります。

Q3. 第一種貸与奨学金に決定したが、希望の月額が振り込まれない。

A3. 給付奨学金も同時に採用になった場合、給付の支援を受けている間、

第一種貸与奨学金の貸与額が機構により調整されます。(併給調整)

毎年の適格認定にて、給付奨学金の支援が停止もしくは廃止となった場合に

第一種貸与奨学金の貸与が開始されます。

給付の支援を受けている間も貸与が必要な場合は

併給調整がない第二種貸与奨学金(有利子)の利用もご検討ください。

Q4. 給付奨学金の自宅外手続きはいつ行うか。

A4. 採用後行います。採用が決定しましたら、学生課より学生へご連絡いたします。

Q5. 給付奨学金(多子世帯)における授業料減免はいつ返還されるか。

A5. 下記流れで授業料返還の手続きを進めます。

給付奨学生(多子世帯)として採用が決定 → 減免に関する申請書の提出(学生) → 返還の手続き(本学)

減免に関する申請書の記入については、採用後、学生へご案内申し上げます。

返還を急ぐ場合は、早めに進学届を入力し、採用後はご案内後速やかに申請書を提出してください。

Q6. 採用候補者として決定しましたが、決定したすべての奨学金を辞退したい。

A6. 候補者として決定した「すべて」の奨学金を辞退する場合は、説明会含め手続きを行う必要はありません。

すべて辞退として取り扱われます。

ただし決定したもののうち、一部でも利用を希望する場合は説明会に参加し、手続きを行ってください。

併給調整について(機構 HP)


